
．ｆ
ｰ』

綴

紳
一〆

教育長 次長 鳥牒鍾 係

国出些、U_寵

⑧

－塁付_､、

鑓一ﾒ墾一皇
１１４，６，１０』

１４高教職第７０８

平成１４年６月６蕊亜雲iグ
各市町村（学校組合）教育長様

高知県教育委員会事務局

教職員課長

（公印省略）

児童手当にかかる所得証明書の一部改正について

児童手当（特例給付・就学前特例給付）の現況届について、平成１４年５月２３日付け
１４高教職第６０５号で通知したところですが、厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環
境課長から所得証明書（児童手当用）の様式を下記のとおり－部改正する旨の通知があり
ました。

つきましては、平成１４年６月１日から、平成１４年度分の所得証明書（児童手当）につ
いては、今回送付する所得証明書（児童手当用）を使用していただくようお願いします。
なお、高知市に在住の職員は、この証明番様式によらず、高知市の発行する証明番で差

し支えありません。

また、お手数ですが、管内の学校にお知らせくださるようお願いします。
記

（一部改正の内容）

これまで地方税法上、「総所得」と「商品先物取引に係る雑所得等」は総合して課税
されていたが、改正後の地方税法においては、「商品先物取引に係る雑所得等」は、「総
所得」とは総合されず、分離して課税されることから、証明書（児童手当用）の様式中、
「短期譲渡所得の金額の合計額」を「短期譲渡所得の金額並びに商品先物取引に係る雑所

得等の金額の合計額ｊに改める。
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（記入上の注意事項）

１．「①」の欄は、所得税法に規定する控除対象配偶者、扶養親族、老人控除対象配
偶者及び老人扶養親族の数である。

２．「②」の欄の長期譲渡所得の金額及び短期譲渡所得の金額は、特別控除額の控除
をしないで計算した額である。
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証明書（児童手当用）

平成１４年度分の市町村民税における所得等の状況は次のとおりであ
る 。

氏名 生年月日 明・大・昭・平年月日

住 所

①控除対象配偶者及び扶養親族の合計数（うち老人控除対
象配偶者及び老人扶養親族の合計）

人

（人）

②総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、土地等に

係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡
所得の金額並びに商品先物取引に係る雑所得等の金額の
合計額

円

控
除

③雑損控除額

④医療費控除額

⑤小規模企業共 済等掛金控除額

⑥障害者控除

⑦老年者・寡婦（一般・特例）・寡夫・勤労
学生控除

円●

円

円

人
人障

障
特

老・寡婦（ 一般

･特例）・寡夫・勤

(備考）

上記のとおり、相違ないことを証明する。

平成年月日

市町村長 印


